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軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 ○軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 

平成22年６月25日条例第10号 平成22年６月25日条例第10号 

第１条から第14条まで 略 第１条から第14条まで 略 

（勧告） （勧告） 

第15条 町長は、土地利用行為者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該土地利用行為者又は当該土地利用行為に係る工事の設計者、工事監理

者（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第８項に規定する工事監理を

する者をいう。）若しくは工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）に

対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

第15条 町長は、土地利用行為者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該土地利用行為者又は当該土地利用行為に係る工事の設計者、工事監理

者若しくは工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）         

者若し                             に

対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

(１) 協議対象土地利用行為について、協議終了確認書の通知前に土地利

用行為に着手したとき。 

(１) 協議対象土地利用行為について、協議終了確認書の通知前に土地利

用行為に着手したとき。 

(２) 第７条第１項に規定する土地利用行為協議書について虚偽の提出を

したとき。 

(２) 第７条第１項に規定する土地利用行為協議書について虚偽の提出を

したとき。 

(３) 第９条に規定する助言又は指導に対して必要な措置をとらなかった

とき。 

(３) 第９条に規定する助言又は指導に対して必要な措置をとらなかった

とき。 

（公表） （公表） 

第16条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者      が、正当な

理由がなく当該勧告に応じないときは、その旨を公表することができる。 

第16条 町長は、前条の規定による勧告を受けた土地利用行為者が、正当な

理由がなく当該勧告に応じないときは、その旨を公表することができる。 

２ 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当

該勧告を受けた者にその理由を規則で定める公表通知書により通知し、意

見を述べる機会を与えるとともに、軽井沢町自然保護審議会（軽井沢町自

然保護審議会条例（昭和48年軽井沢町条例第24号）に規定する軽井沢町自

然保護審議会をいう。）の意見を聴かなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当

該土地利用行為者にその理由を規則で定める公表通知書により通知し、意

見を述べる機会を与えるとともに、軽井沢町自然保護審議会（軽井沢町自

然保護審議会条例（昭和48年軽井沢町条例第24号）に規定する軽井沢町自

然保護審議会をいう。）の意見を聴かなければならない。 

以下 略 以下 略 

 

資料４ 


